
平成30年（2018年） 仕事や職業生活に関する強い不安に悩み、ストレスの原因

仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合

平成29年（2017年） 全体58.3%、男59.9%、女55.4%

平成30年（2018年） 全体58.0%、男59.9%、女55.4%

平成30年（2018年） 

全体 男 女

59.4% 59.3% 59.5%

34.0% 36.2% 30.9%

31.3% 29.9% 33.2%

22.9% 27.5% 16.5%

22.2% 26.2% 16.6%

13.9% 11.4% 17.5%

13.1% 16.2% 8.8%

3.0% 4.1% 1.4%

11.2% 8.1% 15.5%

※強いストレスとなっていると感じる事柄がある労働者を100とした時の割合（%）

平成28年 平成29年 平成30年
（2016年） （2017年） （2018年） 

56.6% 58.4% 59.2%

長時間労働者に対する取組に関する事項

－ －

8.1%

顧客、取引先等からのクレーム

事故や災害の体験

その他

会社の将来性

月間の時間外・休日労働時間数が80時間超の
労働者がいた事業所の割合

「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況より
メンタルヘルス対策に関する事項

メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者又は退職した
労働者がいた事業所の割合
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について取組内容（複数回
答）　ストレスチェックの割合

月間の時間外・休日労働時間数が45時間超80時間以下の
労働者がいた事業所の割合

8.0% 9.1%

これ以下の資料は、メンタルヘルス・マネジメント検定試験用の参考資料です。WEB検索にて集めたコピー資料です
ので、転載・転用はしないでください。あくまでも、受験用参考資料として私的使用することが目的です。

10.3%

－ 64.3% 62.9%

25.9% 26.7% 25.0%

強いストレスの内訳（主なもの３つ以内）

仕事の質・量

仕事の失敗、責任の発生等

対人関係（セクハラ・パワハラを含む。）

役割・地位の変化等（昇進、昇格、配置転換等）

雇用の安定性



「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況より

ストレスを相談できる人の有無

平成28年（2016年） 91.1%

平成29年（2017年） 91.8%

平成30年（2018年） 92.8%

「相談できる人がいる」とした労働者のうち、労働者が挙げた相談相手

平成28年 平成29年 平成30年

（2016年） （2017年） （2018年） 

家族・友人 84.8% 85.3% 79.6%

上司・同僚 76.0% 77.1% 77.5%

産業医 8.6% 8.9% 8.8%

保健師又は看護師 3.8% 4.1% 3.8%

カウンセラー等 3.0% 3.1% 3.0%

産業医以外の医師 2.7% 3.1% 1.9%

衛生管理者又は衛生推進者等 2.3% 2.5% 2.4%

その他 2.5% 1.5% 1.8%

地域の掛かりつけ医・主治医 － － 5.6%

相談できる相手（複数回答）



労働者健康状況調査【2012年（平成24年）調査をもって廃止】 (5年ごとに実施していた）

以降、労働安全衛生調査（実態調査）として同様の調査が実施されている。

2020年（令和２年）「労働安全衛生調査（実態調査）」の概況

【事業所調査】

１ メンタルヘルス対策に関する事項

(1) メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者又は退職した労働者の状況

 過去1年間（令和元年11月1から令和2年10月31日までの期間）にメンタルヘルス不調により

連続1か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は 9.2％

［平成30年調査 10.3％］となっている。

(2)メンタルヘルス対策への取組状況

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は61.4％［2018年（平成30年）調査59.2％］と

なっており、前回調査より2.2 ポイント上昇した。

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組内容（複数回答）をみると、

「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査（ストレスチェック）」が

 62.7％[％［2018年（平成30年）調査 62.9％]と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善

（ストレスチェック後の集団（部、課など）ごとの分析を含む）」が 55.5％[同 32.4％]となっている。

(3) ストレスチェック結果の活用状況

ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団（部、課など）ごとの分析を実施した事業所の

割合は 78.6％[平成 30 年調査 73.3％]であり、その分析結果を活用した事業所の割合は 79.6％

[同 80.3％]となっている。

２ 化学物質のばく露防止対策に関する事項 

３ 受動喫煙防止対策に関する事項 

事業所における禁煙・分煙状況について、屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の

割合は 30.0％[平成 30 年調査 13.7％]となっている。

４ 長時間労働者に対する取組に関する事項

令和２年７月１日が含まれる１か月間の時間外・休日労働時間数が 45 時間超 80 時間以下の

労働者がいた 事業所の割合は 16.3％［平成 30 年調査 25.0％］、80 時間超の労働者がいた

事業所の割合は 2.5％［同 7.0％］ となっている。 これらの長時間労働者がいた事業所のうち、

面接指導の申し出があった長時間労働者に対する医師による面 接指導の実施状況をみると、

面接を実施した事業所の割合は、45 時間超 80 時間以下の労働者がいた事業所 は 78.9％、

80 時間超の労働者がいた事業所は 95.4％となっている。



令和元年度新規学卒就職者の離職状況

新規学卒就職者（平成 29 年３月卒業者）の就職後３年以内の離職率

令和2年度新規学卒就職者の離職状況

新規学卒就職者（平成 30 年３月卒業者）の就職後３年以内の離職率



令和3年度新規学卒就職者の離職状況





若年層に多い新型うつの特徴とは

出典：ホーム（立町クリニック）＞ 新型うつとは何ですか？従来のうつとはどう違うのですか？

新型うつとは、従来のうつに対して新しく登場したうつのことを指します。「非定型うつ病」とも呼ばれ、若年層に多く見られます。新型うつは、

特に自分が嫌なことをしているときに抑うつ症状が引き起こされるのが特徴です。気分の変化が大きいため自分で感情をコントロール

するのが難しく、唐突に涙があふれ出してしまったり、キレてしまったりすることがあります。

従来のうつでは、朝の時間帯に憂鬱のピークが訪れ、たとえ好きなことをしているときでも気分が落ち込んでしまうのが特徴でした。

それに対して、新型うつは夜の時間帯に憂鬱になり、好きなことをしているときには症状が見られません。また、従来のうつでは

食欲が低下するのに対して、新型うつでは過食にはしり、体重が増えてしまうこともあります。

これらの特徴から、一見するとわがままのように見えて誤解されやすい新型うつは、周囲の方からの理解を得られないために、

さらに症状を悪化させてしまうことがあります。

下表の出典：HOME（健康保険組合連合会）＞健康コラム＞働き盛りのメンタルヘルスベストセレクション＞ 働き盛りのメンタルヘルス vol.32

うつ病と新型うつ病　

主な特徴の比較 従来型うつ病 新型うつ病

年齢層 ・中高年層に多くみられる ・若年・青年層に多くみられる

・まじめで自責の念が強い ・自責感に乏しく、他者に責任を転嫁する

・実績があっても、過剰な不安感を持つ ・根拠のない自信と万能感を持つ

・否定的な認識が強く、なかなか
　認めようとしない

・積極的に認めようとし、治療にも前向き

・うつ病による休職には強い抵抗がある ・うつ病による休職等の制度利用に積極的

・慢性的な抑うつ気分
・特定の状況、場面、ストレスにおいて
　抑うつ気分

・興味・関心の喪失 ・自分の好きな仕事や趣味は元気にできる

・体調や気分の変化が少ない ・体調や気分の変化が大きい

治療の効果 ・休養と服薬で回復しやすい ・休養と服薬のみでは慢性化しやすい

性格傾向

主な症状

うつ病に対して

https://tatemachi-clinic.jp/qanda10.html
https://www.kenporen.com/health-column/mentalHealth/vol_32/


参考資料

年齢区分

年齢の区切り方については、厚生労働省のいくつかの調査では、

「幼年」は0～4歳、「少年」は5～14歳、「青年」は15～24歳、「壮年」は25～44歳、

「中年」は45～64歳、それ以上は「高年」と定義している

また、若年層は15 ～ 34歳、中年層は35 ～ 64歳、高齢層は65歳以上を表す

患者調査(平成29年) 総患者数より

自殺・うつ病等対策プロジェクトチームとりまとめについて（厚生労働省／政策レポート）

https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html

うつ病の現状

厚生労働省が３年ごとに全国の医療施設に対して行っている「患者調査」によると、平成８年には43.3万人だったうつ病等の気分障害の

総患者数は、平成２０年には104.1万人と12年間で2.4倍に増加しました。

「患者調査」は、医療機関に受診している患者数の統計データですが、うつ病患者の医療機関への受診率は低いことがわかっており、

実際にはこれより多くの患者がいることが推測されます。

https://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/03.html








https://www.mental-health.ne.jp/text/

公式テキスト第4版出版後の法令改正等についてのお知らせ

施行（適用）
年月

改正の主な内容

2015 「精神障害者等雇用安定奨励金」終了後、「障害者職場定着支援奨励金」 が新設されました。

2018.4

障害者の法定雇用率が以下のとおり引き上げられました。
・民間企業…2.2%　・国、地方公共団体、特殊法人等…2.5%
・都道府県等の教育委員会…2.4%
障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。

2018.8
ストレスチェック実施者に一定の研修を受けた歯科医師及び公認心理師が
追加されました。(改正安衛法第66条の10第1項、改正安衛則第52条の10
第1項)

2019.4

医師による面接指導の対象となる労働者の要件のうち、時間外・休日労働
時間（休憩時間を除き１週間あたり40時間を超えて労働させた時間）数の
部分が、１月あたり100時間から80時間へ変更になりました。(改正安衛法
第66条の8第1項、改正安衛則第52条の2第1項)

2019.4
36(サブロク)協定で定める時間外労働に罰則付きの上限規則(原則 月45
時間・年360時間)が設けられました。
※中小企業は2020年4月～

2020.4
2019年5月の女性活躍推進法の改正により、常時301人以上の労働者を雇
用する事業主について、一般事業主行動計画の策定方法が変更されまし
た。

2020.5

「心理的負荷による精神障害の認定基準」が改正され、「業務による心理
的負荷評価表」の「具体的出来事」等に「パワーハラスメント」の追加などが
なされました。①事故や災害の体験、②仕事の失敗、過重な責任の発生等、③仕事の量・質、④
役割・地位の変化等、⑤パワーハラスメント、⑥対人関係、⑦セクシュアルハラスメント

2020.6
2019年5月の女性活躍推進法の改正により、常時301人以上の労働者を雇
用する事業主について、女性の活躍に関する情報公表の方法が変更され
ました。

2020.6

2019年5月の労働施策総合推進法の改正により、職場におけるパワーハラ
スメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義
務となりました。
※中小企業は2022年4月～
職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、①～③までの要素を全て満たすもの、とされました。

https://www.mental-health.ne.jp/text/

